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三島由紀夫手紙事件

生前の三島由紀夫が福島次郎に宛てた手紙を、実名小説「三島由紀
夫 ‐‐剣と寒紅」で公開した

私信が著作権法上の著作物と判断された

一重寒紅
ひとえかんこう

東高120523
東地111018

著作者人格権、公表権

本件各手紙が、もともと私信であって公表を予
期しないで書かれたものであることに照らせば，
例えば、本件手紙には、「貴兄が小生から、かう
いふ警告を受けたといふことは極秘にして下さ
い。」との記載がある。このような記載は、少なく
とも書かれた当時は公表を予期しない私信であ
るからこそ書かれたことが明らかである。

本件各手紙の公表が意を害しないものと認
めることはできない。

文芸春秋

（６０条）

200 東京高判H12/5/23 三島由紀夫手紙事件

公表権の侵害について

１ 公表権の侵害は、公表されていない著作物又は著作者の同意を得な
いで公表された著作物が公衆に提供され又は提示された場合に認められ
る（18条1項）。

本件詩は言語の著作物（10条1項1号）であるから、これが発行された場
合に公表されたといえる（4条1項）ところ、右の「発行」とは、その性質に応

じて公衆の要求を満たす程度の部数の複製物が作成され、頒布されたこと
をいい（3条1項）、さらに、「公衆」には、特定かつ多数の者が含まれるとさ
れている（2条5項）。

２ これを本件についてみるに、本件詩は、平成3年度の甲府市立北中学

校の「学年文集」に掲載されたこと、この文集は右中学校の教諭及び同年
度の卒業生に合計300部以上配布されたことが認められる。

右認定の事実によれば、本件詩は、300名以上という多数の者の要求を

満たすに足りる部数の複製物が作成されて頒布されたものといえるから、
公表されたものと認められる。また、本件詩の著作者である原告は、本件
詩が学年文集に掲載されることを承諾していたものであるから、これが右
のような形で公表されることに同意していたということができる。

中田英寿事件 公表権 東京地裁120229

200 東京地判H12/2/29 中田英寿事件
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パロディ（モンタージユ） 最三判550328

モンタージユ写真の作成発行による著作者人格権の侵害

引用とは、自己の著作物中に他人
の著作物の一部を採録することを
いい、引用側と被引用著作物とを
明瞭に区別して認識でき、主従の
関係があることを要す

雪の斜面をスノータイヤの痕跡のようなシュプールを描いて滑降し
て来たスキーヤーを撮影して著作したカラーの山岳風景写真の一部
を省き、シュプールをタイヤの痕跡に見立ててその起点にあたる雪
の斜面上縁に巨大なスノータイヤの写真を合成した白黒のモンター
ジユ写真を発行することは、著作者人格権を侵害する

他人の写真を改変してモンタージュ写真を作成発行した場合に他人の写真
における本質的な特徴自体を直接感得することができるときは、モンタージュ
写真を一個の著作物とみることができるとしても、著作者人格権を侵害する

205,187 最判S55/3/28 パロディ・モンタージュ事件

ときめきメモリアル
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メモリカードの使用はゲームソフトの同一性保持権を侵害

最三判130213

ゲームを行う主人公（プレイヤー）が架空の高等学校の生徒となって，設定された登場人物
の中からあこがれの女生徒を選択し，卒業式の当日，この女生徒から愛の告白を受けるこ
とを目指して，３年間の勉学や出来事，行事等を通してあこがれの女生徒から愛の告白を
受けるのにふさわしい能力を備えるための努力を積み重ねるという内容の恋愛シミュレー
ションゲーム
プレイヤーが到達したパラメータの数値いかんにより女生徒から愛の告白を受けることが
できるか否かが決定され、そのストーリーは，一定の条件下に一定の範囲内で展開される

メモリーカードの使用によって，ゲームソフトにおいて設定されたパラメータによって表
現される主人公の人物像が改変されるとともに，その結果，本件ゲームソフトのストー
リーが本来予定された範囲を超えて展開され，ストーリーの改変をもたらす

専らゲームソフトの改変のみを目的とするメモ
リーカードを輸入，販売し，他人の使用を意図
して流通に置くことは，他人の使用によるゲー
ムソフトの同一性保持権の侵害を惹起したもの
として，不法行為に基づく損害賠償責任を負う

205 最判H13/2/13 ときめきメモリアル事件
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「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしてやむを得ないと
認められる改変」の意義についてみると、20条2項の規定が1項に規定する同

一性保持権による著作者の人格的利益保護の例外規定であり、かつ、例外
として許容される改変における著作物の性質、利用の目的及び態様に照ら
すと、同条4号の「やむを得ないと認められる改変」に該当するというためには、

利用の目的及び態様において、著作権者の同意を得ない改変を必要とする
要請がこれらの法定された例外的場合と同程度に存在することが必要であ
ると解するのが相当というべきである。

本件論文は大学における学生の研究論文であり、また、本件雑誌が大学
生を対象としたものであることからすると、利用の目的において、教科用の図
書の場合と同様に改変を行わなければ、大学における教育目的の達成に支
障が生ずるものとは解し難いし、また、他の論文との表記の統一がいかなる
理由で要請されるのかも明確ではない。

法政大論文事件同一性保持権 東高031219

学生の研究論文を、表記の統一ため句読点を含め変更することは教
科用の図書の場合と異なり同一性保持権侵害となる。

205 東京高判H3/12/19 法政大学懸賞論文事件


